
船員法の概要船員法の概要
目的は・・・目的は・・・

① 労働者としての船員を保護すること

② 船舶乗組員（船舶運航共同体）として人的側面から② 船舶乗組員（船舶運航共同体）として人的側面から
船舶の安全航行を確保すること

を目的とした 法律です

・・なお、労働者の労働保護を目的とした法律は、船員法と労働基準法があり、船員法は・・なお、労働者の労働保護を目的とした法律は、船員法と労働基準法があり、船員法は
船員を対象とし、労働基準法は船員以外の労働者（陸上労働者）を対象としています。船員を対象とし、労働基準法は船員以外の労働者（陸上労働者）を対象としています。

平成２８年６月２１日 国土交通省 九州運輸局 海上安全環境部 船員労働環境課



船員法の特殊性船員法の特殊性

① 第２章の船長の職務及び権限並びに義務

② 第３章の船内の規律

③ 第４章の雇入れの契約等③ 第４章の雇入れの契約等

④ 第８章の食料並びに安全及び衛生

等があります

・・なお、このように船員法が労働基準法と異なった特別な規定を設けているのは、・・なお、このように船員法が労働基準法と異なった特別な規定を設けているのは、船員の船員の
労働の場である船舶が、陸から離れ、また危険の多い海上であること等から、陸上労働者労働の場である船舶が、陸から離れ、また危険の多い海上であること等から、陸上労働者

とは異なった労働保護を図る等の必要があるからです。とは異なった労働保護を図る等の必要があるからです。



第１章 総則

第２章 船長の職務及び権限

第３章 紀律

第４章 雇入契約等

第９章 年少船員

第９章の２ 女子船員

第10章災害補償

第11章就業規則

第５章 給料その他の報酬

第６章 労働時間､休日及び定員

第７章 有給休暇

第８章 食料並びに安全及び衛生

第12章監督

第13章雑則

第14章罰則

・・これら全ての章が、漁船に適用するわけではありません。・・これら全ての章が、漁船に適用するわけではありません。



海員：海員：

船長船長

日本船舶に乗り組む船員

原則日本人船員

外国船舶は旗国の法律が適用される。

船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料
その他の報酬を支払われる者

そもそもそもそも

海員：海員：

予備船員：予備船員：

職員職員：：

部員：部員：

その他の報酬を支払われる者

航海士、機関長、機関士、通信長、通信士、事務長、

事務員、医師等

職員以外の海員

例）甲板長（手・員）、操機長（手・員） 、司厨長（手・員）等

船員法適用船舶に乗り組むために雇用されている者
で船内で使用されていない者



※ただし、次の船舶を含まない。

１． 総トン数５トン未満の船舶

２． 湖、川又は港のみを航行する船舶

３． 政令の定める総トン数30トン未満の漁船
４． 小型船舶でスポーツ又はレクリエーションの用に供する船舶４． 小型船舶でスポーツ又はレクリエーションの用に供する船舶

船員法では、総トン数３０トン未満の漁船は原則適用除外

その後政令改正⇒Ｓ４５年 Ｓ４８年 Ｓ５１年⇒適用範囲の拡大

漁種により５トンもしくは１０トン以上までの漁船が適用範囲



ただし ５トン未満の漁船でも

まき網漁業の付属漁船

５トン以上の船舶への乗り組みが発生するため、一括届出
の許可を受けている場合は、当該船員については船員法
が適用となる



小型漁船船主又は船長が講ずべき措置

•漁船は労働時間等の規定は適用されませんが、船舶の航行安全
に関する規定は適用されることから、以下のような措置等を講じ
なければなりません。

１．発航前検査 法第８条

船長は、発航前に、船舶が航海に支障がないか等を検査すること

２．非常操舵操練の実施 法第１４条の３
船長は、エンジン故障等による船舶の漂流等、非常の場合に備え、操舵
設備について、３月に１回、非常の場合の操練を行うこと

３．書類の備置 法第１８条

船長は、次の書類を船内に備え置くこと

・海員名簿 ・航海日誌 ・船舶国籍証書等



４．航行に関する報告 法第１９条

船長は、船舶の衝突、乗り揚げ、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生

した時、人命・船舶の救助をしたとき、船内にある者が死亡または行方不明となった

とき等は、地方運輸局等へその旨を報告すること。

５．報告 法第３７条

船長は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更（以下「雇入契約の成立等」 と

いう。）があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、地方運輸

局等へ届け出なければならない。
６．報告 法第１１１条

船舶所有者は、「事業状況報告」「災害疾病発生状況報告」等について、地方運

輸局に対しこれを報告すること

７．船員法及び関係法令の備置 法第１１３条

船長は船内に、船舶所有者は事務所に、それぞれ船員法及び関係法令を備え

置くこと

局等へ届け出なければならない。



船員手帳船員手帳
・船員に対する船員手帳の受有義務

・船長による、航海中の船員手帳の一括保管義務

船員手帳の機能船員手帳の機能

・船員の身分証明としての機能
・船員の労働保護手段（雇入条件の記録）
・船員保険等の受給状況、休暇取得等の公証
・資格証明



健康証明書

・陸上から隔離された生活共同体において、本人の

みならず他の船員の健康を保護する目的によるもの

・健康証明書を持たない船員の配乗禁止

・健康証明書の有効期間は１年

・なお、航海中に健康証明書の有効期間が経過した

場合にあっては、航海終了時まで効力が維持される。



就業規則
船員が企業内において守るべき規律・労働条件に関する実施細則を定め
たもの。

常時１０人以上の船員を使用する船舶所有者に対し、就業規則の作成及
び届出を義務付け。

就業規則の法定記載事項
① 給料その他の報酬① 給料その他の報酬
② 労働時間
③ 休日及び休暇
④ 定員

就業規則の作成に際しては、労働組合又は船員の過半数を代表する
者の意見聴取義務あり。
船員法等に違反する就業規則の変更命令、就業規則に違反する雇入
契約の無効についても規定



海上における災害・疾病発生率は、陸上労働者と比
べて相対的に高く、船員保護の必要性がより高い

船内の安全及び衛生体制の確保並びに船員
の健康状態の確保のため、船舶所有者に
様々な義務を課す



労働条件等に関する改正

改正項目 改正内容

① 雇入契約書の交付等

契約締結前における書面による労働条件の説明・契約成立時等における書面の交付、契約当
事者双方による契約書の保有を義務付け。

雇入契約書の写しの船内備置を義務付け。

②
船員職業紹介機関等を
利用した船員の雇入

不適切な募集受託者・船員職業紹介機関を利用した船員の雇入を禁止。

③ 送還・輸送方法 船員に責がある事由により雇入契約を解除した場合における船員の送還を義務付け。

「船員法の一部を改正する法律」主要改正事項

④ 給与明細書の交付 給料その他の報酬に関する事項を記載した書面の交付を義務付け。

⑤
船長等への労働時間規
制等の適用

船長、機関長、医師等を労働時間規制等の対象にするとともに、船長については、労使協定を
締結し届け出ることにより、労働時間の上限規制の対象外にすることを認める（漁船は適用外）

⑥
休息時間規制に関する
労使協定による例外

労使協定を締結し届け出ることにより、一定の場合において休息時間を３回以上に分割するこ
と・６時間未満にすることを認める。（漁船は適用外）

⑦ 船員の最低年齢 １５歳から１６歳に変更（ただし、漁船は１５歳で最初の３月３１日を終了した者）。

⑧ 船内苦情処理手続
船内苦情処理手続の整備等を義務付け。

苦情を申し出た船員に対する不利益取扱を禁止。



平成２５年３月より
船員の労働条件に関する規定が改正されてます

１．雇入契約書を２部作成し１部を船員に交付していますか？

２．雇入契約書は事務所で保管し、その写しを船舶に備置していま

すか？

３．１６歳未満の者を雇っていませんか？（漁船は中学校卒業から

の４月から可能）

４．船員に給料明細書を交付していますか？

５．船員の側に責がある場合の雇入契約の解除でも、送還費用を

立て替えてますか？

６．船内苦情処理手続きを定め、雇入契約が成立したときに、この

手続きを記載した書面を船員に交付していますか？



７．医療報告書を船内に備置していますか？

８．船員が常時５人以上である船舶は、船内安全衛生委員会を設置してい

ますか？

９．船内における安全活動の責任者を定め、船内の安全衛生の向上に向け

た取り組み行っていますか？

（１）船内の居住場所について、清潔であり、良好な環境が維持されていること。（１）船内の居住場所について、清潔であり、良好な環境が維持されていること。
（２）厨房設備・器具について、適切に使用できる状態が維持されていること。
（３）食料について、適切に管理されていること。
（４）飲用水について、必要な量を確保し、適切に管理されていること。



有効期間等を確認しましょう

船員手帳の有効期間は切れていませんか？
（有効期間満了日の１年前から書換え可能です）

健康証明書の有効期間は切れていませんか？
指定医の証明ですか？指定医の証明ですか？

小型船舶操縦免許証の有効期間は切れていませんか？

一括届出許可の期限は切れていませんか？

航海当直部員として乗り組む場合は、航海当直部員資格認定の証印を受けて
いますか？（平水区域であって７００トン未満の船舶を除く）


